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は無症状ながら病原体を保有している患者や医療従事者
が存在していることを前提として，常に十分な感染対策
を講じる必要がある．

医療関係者が新型コロナウイルスに感染する類型とし
ては，「COVID-19 と診断または疑われている患者を診
察して感染」，「COVID-19 と診断されていないまたは
疑われてない患者から感染」，「市中や医療従事者間で感
染」に分類できる．医療従事者は，全ての場面におい
て，適切な感染対策を行うことが必要である．

また，病院に勤務する全ての医療従事者及び臨床実習
に係る研修生・実習生は，院内の対応を通して感染する
リスクも高い．各自が院内感染の原因になり得る可能性
があることから，手指衛生を基本とする標準予防策や日
常の体調管理を遵守することが重要である．

2020 年 2 月以降，電子カルテオーダリングシステム・
当院ホームページ・各種委員会の協力・ポスター掲示な
どを利用して，院内周知に努めた．2021 年 9 月現在，
院内での「予期せぬ COVID-19 患者」の発生がなく経

はじめに

獨協医科大学病院では，2020 年 2 月より新型コロナ
ウイルス感染症患者の入院の受け入れを開始した．外
来・入院に関わらず新型コロナウイルス感染症患者を診
療することを踏まえ「新型コロナウイルス感染症院内対
策マニュアル」を作成し，各部門・部署における平時の
感染対策の徹底，新型コロナウイルス感染症患者の感染
対策について対応を明確にした．

当院は，地域における基幹病院としての役割から昼夜
を問わず様々な状況の患者を受け入れている．全ての患
者に対して PCR 検査を実施することは難しいため，患
者や同居家族の接触歴や行動歴の問診や身体症状でリス
クを判断し，PCR 検査の要否や必要な感染経路別対策
を講じた上で，日々の診療を継続している．

新型コロナウイルス感染症（以下 COVID-19）は，症
状を有する患者だけではなく，発症前の患者や無症状病
原体保有者も感染を伝播するとされている．発症前また
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過できているのは，全ての院内関係者の努力の結果と考
察する．今後も新型コロナウイルス感染症の収束が予測
できない中，適切な院内感染対策を継続し，地域の医療
の充実のために研鑽していきたい．

Ⅰ　現　　状

2020 年 2 月に 1 例目の COVID-19 重症患者の搬送受
け 入 れ 以 降，2020 年 8 月 末 日 ま で に 総 数 97 名 の
COVID-19 患者の受け入れを行った．原則，COVID-
19 重症患者を救命 ICU での受け入れ後，回復状態に合
わせて後方ベッドである COVID-19 専用病棟に移動，
自宅退院または県内の医療機関への転院調整をした．

Ⅱ　平時の感染防止対策

1.  職員各個人の標準予防策
2020 年 4 月より，アルコール手指消毒剤の個人携帯・

アイガード着用・サージカルマスク着用を病院全職員
（職種に関係なく）標準装備とした．

2.  来館者振り分け
病院正面入り口を 1 方向通行（入口専用・出口専用）

とし，入館者全員に対し体温チェックを行い，発熱者は
別ゾーンへ案内し行動歴の確認後，一般外来対応，陰圧
室対応など感染制御センターと情報共有で判断し，診療
方法を決定した．

3.  医療物資の確保と管理
2020 年 2 月，サージカルマスクの入手困難をきっか

けに N95 マスク，ガウン，手袋，フェースシールドな
ど次々と制限される事態になった．そこで，不足が予測
される医療物資を一元管理し，院内在庫状況の把握に努
め，現場への払い出しの優先度を判断することで，想定
外の医療物資の枯渇を防止し，通常の医療体制を継続し
た．

また，2020 年 4 月に医療物資委員会が発足する．感
染制御センタースタッフが委員として参加し，物資の流
通状況や今後の見通しを鑑み計画的に備蓄を行った．

4.  新型コロナウイルス感染症院内対策マニュアルの
整備

2020 年 2 月 3 日「新型コロナウイルス感染症院内対
策マニュアル第 1 版」を作成した．その後，定期的に改
定を行い，「新型コロナウイルス感染症院内対策マニュ
アル第 4 版」で対応している．

5.  術前・検査前入院患者の入院前 PCR検査および
有症状者の PCR検査体制

2020 年 6 月 1 日から，手術・検査目的の入院予定患
者は入院 2 日前に来院をお願いし，PCR 検査検体採取
を行い，陰性確認後入院予定日に入院可とした．術前・
検査前入院患者 PCR 検査導入にあたり，検体採取場所
や検体採取を行う医療スタッフの確保，電子カルテオー
ダリングシステム整備，院内手順書作成，関係各部門と
の調整，患者説明用共通リーフレットなどを準備した．

6.  院内関係者の疫学調査目的 PCR検査体制
2020 年 4 月から，感染対策のための PCR 検査体制を

整備した．PCR 検査検体採取場所は，被検者が駐車場
から院内を通行しないようにして検体採取を可能にする
ため，病院西口に屋外 PCR 検査室を準備した．院内関
係者の疫学調査は，事案のリスク評価で臨床検査センタ
ーと協議の上，24 時間体制で実施可能とした．

7.  臨床実習にかかわる実習生の対応
当院では，多くの部署・部門で，本学の実習生に加え

て県内外からの臨床実習の実習生・実習生を受け入れて
いる．研修生・実習生を安全に受け入れるために，
2020 年 9 月から院内実習前 PCR 検査と実習 2 週間前行
動歴・健康調査を合わせた評価を行い，院内各部署・部
門の実習責任者が実習受け入れの可否を決めている．

8.  入院予定患者の入院日 2週間前の行動と体調確認
2020 年 4 月から，定期外来患者・医療機関からの紹

介患者の診療時に「問診票」と「検温表」への必要事項
の記入の協力を依頼した．医療機関からの紹介患者につ
いては，当院と連携のある医療機関に対して，地域連
携・患者サポート医療連携部門との協働で依頼書類の郵
送と病院ホームページでの案内を掲載した．
「問診票」については，栃木県内の新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大状況などを鑑み，現在，第 7 版まで
更新した．PCR 検査結果陰性だけでなく，患者及び同
居家族の行動歴を合わせてリスク評価し，個別に対応方
法の判断している．

9.  外来の混雑緩和対策について
当院の外来患者受診者数平均 2,201 人/日である．混

雑緩和の具体策として，電話診療と処方薬の配送，採血
と診察日を別日とし個人の院内滞在時間の短縮，予約時
間通りの来院への協力依頼，中待合室への呼び入れ制
限，診療科スペースの割に外来受診者数の多い診療科は
ポケベル呼び出しによる分散待機などを実施した．
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各科外来前待合対応は，椅子の数を増やし 1 席空けて
使用するよう案内した．

10.  職員・学生の体調不良時の対応について
2020 年 8 月から，内科系 12 診療科を協力診療科と

し，職員・学生が体調不良時は，月曜日から土曜日であ
れば PCR 検査も含む外来受診がスムーズにできるよう
なシステムを構築した．発熱・呼吸器症状を伴う体調不
良者については，部署所属長が把握しておくべき事象で
あるため，所属長を通しての受診依頼とした．

11.  入院患者の面会について
2020 年 2 月から，入院患者の面会は禁止とし，治療

上必要と判断される場合は許可した．各病棟のデイルー
ムに写真のようなパーテーションを設置し，患者と家族
が感染対策の下，予約制にて面会可能とした．

12.  院内環境整備について
清掃部門への依頼として，外来・中央系の高頻度接触

面（スイッチボタン，手すり，椅子，ひじ掛け）の 2 回/
日の清掃を徹底した．

13.  新型コロナワクチン接種
2021 年 3 月 5 日から 6 月 14 日（第 1 弾〜第 3 弾）の

期間，本学医療従事者等に対し 30 周年記念館を接種会
場として，全希望者に対し新型コロナワクチン接種を実
施した．

Ⅲ　新型コロナウイルス感染症対策

1.  院内搬送方法
新型コロナウイルス感染症患者転院搬送や，画像診断

などの院内搬送は，陰圧装置付き寝台か陰圧装置付き車
イスで行い，移送動線での曝露の影響を最小にした．ま
た，患者移送の際は，患者のプライバシー保護の観点か
ら，院内職員の協力で通行人の人員整理を行った．

2.  COVID︲19専用病床
新型コロナウイルス感染症患者の受け入れは，陰圧

室・トイレシャワー付き病室を必須条件とした．既存の
病室療養環境をトータルアセスメントし，救命 ICU と
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一般病床ではトイレシャワー付き陰圧個室の多い 1 病棟
を整備した．既存の陰圧室と一般の病室は，簡易陰圧装
置を新たに設置した．また，病棟入り口には自動ドアを
設置し，全ベッド監視モニターを設置し医療従事者の病
室入室回数を減らした．

当院は，ハイリスク妊婦や低出生体重児に対して高度
な医療を提供する総合周産期母子医療センターの役割を
担っており，COVID-19 と診断された重症妊婦の搬送
依頼に対応するため，総合周産期母子医療センター新生
児部門内に陰圧個室・監視モニターを設置した．

3.  COVID︲19対応用防護具
感染防御 1〜4 の処置内容別にリスク分類を行い，全

て単回使用で N95 マスク・サージカルマスク・アイガ
ード付きマスク・ヘッドキャップ・手袋・ガウン・足カ
バーを組み合わせた．

1） 感染防御 1：飛沫曝露が高い患者エリア内での処置
つなぎタイプのガウン，足カバー，N95 マスク，
アイガード付きマスク，ヘッドキャップ，2 重手
袋（ショート・ロング）

2）感染防御 2：飛沫曝露が低い患者エリア内での処置
ダブルガウン（ハイネックタイプ・丸襟タイプ），
足カバー，N95 マスク，アイガード付きマスク，
ヘッドキャップ，2 重手袋（ショート・ロング）

3）感染防御 3：飛沫曝露が低い前室での業務
ガウン，サージカルマスク・アイガード付きマス
ク，ヘッドキャップ，2 重手袋

4） 感染防御 4：飛沫曝露が予測され清潔操作が必要な
処置
マスク付き滅菌ガウン，足カバー，N95 マスク，
アイガード付きマスク，ヘッドキャップ，2 重滅
菌手袋

4.  病 院 食
下膳に伴う感染防止対策のため，使用する食器はディ

スポーザブルとした．

5.  日常環境清掃
清拭場所の素材に合わせて，アルコール含有クロスと

界面活性剤洗浄クロス等を使い分けた．

6.  患者リネン類の洗濯
患者使用後のリネン類は，使用後に水溶性ランドリー

バック（専用袋）に収納し，院内地下 1 階で処理する．

7.  医療用廃棄物処理
50 L プラスチック容器を専用容器とし，病室から移

動する際は容器のふたを閉めた後，テープで容器の隙間
を養生し，指定の場所に保管する．COVID-19 専用病
床医療廃棄物は一般病床の医療廃棄物との区別する為マ
ーキングし，安全な廃棄に繋げた．

8.  軽快退院後の対応
退院基準を満たして退院した患者の当院での外来再診

方法は，退院時の患者の状況と退院日からの経過期間な
ど総合的に判断し，外来個室対応の必要性などを判断す
る．

9.  死亡退院時の対応
死亡確認後のご遺体は，病棟スタッフが防護具着用に

て処置を実施し，透明窓付き非透過性納体袋に安置後，
必要に応じて家族との面会を行う．ご遺体の火葬日まで
専用保冷庫に安置し，退院時は病院スタッフと葬儀業者
で納棺し，ご遺体を火葬場まで搬送する．

Ⅲ　課　　題

1.  COVID︲19患者の面会について
当院は他医療施設に比べ COVID-19 の重症者を受け

入れることがほとんどであるために，軽症・中症者と比
較し，入院期間が長期化するケースが多い．一方で
COVID-19 発症から短期間で終末期が訪れるケースも
予測される．今後あらゆるケースを予測し，希望に応じ
られるよう面会方法を検討していく必要がある．

2.  他院で COVID︲19と診断され隔離解除後の患者
受け入れについて

当院では COVID-19 と診断され，自宅隔離や他院で
の入院加療を経た患者が他疾患の治療目的で来院するケ
ースが増えている．入院が必要な場合は，PCR 検査実
施で個室管理での受け入れをしている．患者の背景を考
え，病室選択も含めた感染対策を患者ごとに判断して行
っている．COVID-19 と診断される患者が多くなると
上記の対応が必要なケースが増える可能性があるが，今
後も検討していく必要があると考える．
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